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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県公安委員会告示第70号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、令和４年８月22日から施行する。 

  令和４年８月22日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 林     和  夫  

別表第１⑴通行禁止 

 富山市の項第 117号を次のように改める。                  
 

 

117 県道 県道蓮町新
庄線 

富山市中冨居16-56工芸アサオカ 
前から 
同  新庄町24-１北沢俊春方前 
まで 

1050m 

 
 

終日 
 
 

大型等（マ 
イクロ及び 
路線バスを 
除く） 

 富山市の項第 139号を次のように改める。 
 

 

139 県道 県道蓮町新
庄線 

富山市新庄町１丁目１-１ファー 
スト設計前から 
同  新庄本町３丁目３-46越田 
タイヤ商会前まで 

 
 

900m 
 
 

終日 大貨等 

  富山市の項第 151号を次のように改める。 
 

 

151 市道 市道新庄２
号線 

富山市新庄町(第１）19大塚塗装 
店前から 
同  新庄町(第４）58永瀬自転 
車店前まで 

200m 

 
 

終日 
 
 

自動車及び
原付 
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 富山市の項第 298号を次のように改める。 
 

 

298 県道 県道稲荷新
庄線 

富山市新庄町１盛田サイクル前 
から 
同  新庄町 108清水銀平方前 
まで 

650m 

 
 

終日 
 
 

大貨等 

別表第１⑶一方通行 

  南砺市の項第41号を次のように改める。 
 

 

41 

南砺市是安 164-１-１城端タクシー駅前 
営業所から同是安 206-７城端接骨院まで 
に至る城端駅前広場は、同順路の進行方 
向の一方通行とする。 

50m 

 
 

終日 
 
 

自動車 
原付 

 

 南砺市の項第60号に次の１号を追加する。 
 

 

61 

南砺市是安 390-１城端駅北西側入口から 
同是安 390-１城端駅駅舎前までに至る市 
道は、同順路の進行方向の一方通行とす 
る。 

60m 

 
 

終日 
 
 

自動車 

原付 

 

別表５最高速度 

 富山市の項第 737号を次のように改める。 
 

 

737 その他 市道袋板倉
線 

富山市婦中町砂子田78-２藤村 

方前から 
同  婦中町袋 348-89野村方 
前まで 

940m 

 
 

終日 
 
 

20 

  富山市の項第 870号を次のように改める。 
 

 

870 その他 市道 

富山市婦中町速星84-１ 

同  婦中町速星1005-２ 

同  婦中町砂子田38-９ 

同  婦中町板倉 250-９ 

を結ぶ区域内の道路 

3750mm 

 
 

終日 
 
 

30 
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